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国家資格キャリアコンサルタント試験・個人レッスン受講約款（第 5 版） 

 

2021 年 4 月 13 日改定 

 

本約款は、ＡＧヒューマンサービス株式会社（以下「甲」という）が実施する国家資格キャリ

アコンサルタント試験・個人レッスン（面接）A、オンライン個人レッスン（面接）、及びオン

ライン個人レッスン（論述）（以下「講座」という）に適用される条件を定めたものです。受講

希望者（以下「乙」という）は、本約款に同意したうえで受講の申込みを行ったものとみなし

ます。 

 

第 1 条 受講契約の成立 

受講契約は、以下の①から④の手続きが完了し、甲が乙に受講案内書を送信した日をもって成

立する。 

① 乙が甲の HP より講座受講申込みフォームに必要事項を記入し、送信する。 

② 銀行振込みの場合、甲が乙に講座受講料、支払い期日および指定銀行口座を記載した請求書

を E メールに添付する形式で 3 営業日以内に送信する。クレジットカード決済の場合、甲 

が乙に、決済代行会社（Square）経由で、講座受講料、及び支払い期日を記載した請求書を

3 営業日以内に送信する。 

③ 乙は、甲の発行する請求書にもとづき講座受講料の全額（分納は認められない）を指定銀行

口座への振込み、またはクレジットカードで決済する。銀行振込み、およびクレジットカー

ド決済に関わる手数料は、乙が負担する。 

④ 甲は、講座受講料の全額が支払われたことを確認した後、乙に対して受講案内書を 3 営業日

以内に E メールに添付する形式で送信する。 

 

第 2 条 講座の実施 
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甲は、受講案内書に記載した日時に講座を実施する。ただし、自然災害などやむを得ない事情

がある場合には、日時等を変更または代替措置を講ずるも。 

 

第 3 条 受講の条件 

次の条件に該当する場合は、乙は講座を申込みできない。 

① 乙が心の病で治療中の場合。 

② 乙が甲の心理カウンセリングを利用している場合、及び心理カウンセリングの終結（終

了）から原則として１年を経過していない場合。 

 

第 4 条 受講契約の解除（キャンセル） 

1. 乙による受講契約の解除は、甲指定の E メールアドレス<info@agc-office.com>まで E メー

ルにより行う。 

2. 講座実施前に受講契約を解除する場合、以下の基準を適用する。 

① 各予約日時から起算して 1 週間前までに、乙が甲指定の E メールアドレス<info@agc-

office.com>まで E メールで申し出た場合、甲は乙の支払った受講料より事務取扱手数料

3,000 円と振込手数料を控除した金額を乙指定の銀行口座へ返還する。 

② 各予約日時から起算して 1 週間前を経過し、各予約日時の 2 日前までに、乙が甲指定の E メ

ールアドレス<info@agc-office.com>まで E メールで申し出た場合、甲は乙の支払った受講料

よりキャンセル料として受講料の 20％相当分、および事務取扱手数料 3,000 円と振込手数料

を控除した金額を乙指定の銀行口座へ返還する。 

③ 各予約日時の前日以降のキャンセルの場合、原則として、甲は乙の支払った受講料全額をキ

ャンセル料として徴収し、乙へは返還しない。 

3．甲は、次の各号の一に該当するときは、受講契約を解除（キャンセル）することができる。

この場合、講座受講料は返金しない。 

① 乙が犯罪行為、反社会的行為、又は著しく公序良俗に反する行為をした場合。 
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② 乙が受講中に講師、実技指導者等の指示に従わず、又は講座の進行に支障を及ぼすなど、乙

の受講が適切でないと甲が判断した場合。 

③ 乙が第 3 条、第 10 条、及び第 12 条 2 項に違反したと甲が判断した場合。 

 

第 5 条 予約日時の変更 

1. 乙が、受講契約成立後、予約が確定している講座の予約日時の変更を希望する場合、各予約

日時の 2 日前までに、甲指定の E メールアドレス<info@agc-office.com>まで E メールで申し出

るものとする。甲は、各予約 1 回に限り無料で受け付ける。但し、変更は、担当講師が対応可

能な日時に限る。 

2. 1 項に関して、乙の変更希望日時と担当講師の対応可能日時の擦り合わせができない場合

は、予約日時の変更はできず、乙が講座を受講できない場合、甲は、その講座を欠席として取

り扱う。 

3. 甲は、原則として、各予約日時の 1 日前以後は、乙による講座の予約日時の変更の希望を受

け付けない。 

4. 乙による予約日時の変更希望が、最初の予約日時から 2 回以上に及ぶ場合は、甲は、原則と

して、変更を受け付けない。 

 

第 6 条 欠席の取扱い 

乙が講座を欠席した場合、連絡の有無及び理由の如何を問わず、甲は、原則として、振替、代

替及び補講は行わず、その講座受講料を返金しない。 

 

第 7 条 教材について 

1. 対面で実施される講座で使用する教材等は、原則として、講座内で、甲より乙に印刷物

を手交する。 

2. オンラインで実施される講座で使用する教材等は、甲より乙に、E メールにファイル
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（基本 PDF）を添付する形で、原則として講座予約日時の 3 営業日前までに送付する。な

お、この場合、甲は乙に対して、これらの印刷物の提供は行わない。 

 

第 8 条 インターネット接続及び Zoom ウェブミーティングの準備 

1. オンライン講座は、ミーティング用 Zoom クライアント（ソフト又はアプリとも呼ぶ、以

下「Zoom」という）を使用して実施する。 

2. 乙は、オンライン講座を受講するにあたって、Zoom がスムーズに使用できるインターネ

ット接続回線、及び Web カメラを備えた接続端末（ソコン、スマートフォン、タブレット

等）を自己の責任において準備する。 

3. 乙は、自信が使用する接続端末に、自己の責任において Zoom をインストールする。 

4. 甲は、Zoom のインストール及び操作方法については、乙に対するガイダンス並びにサポ

ートを行わない。 

5. 乙が利用するインターネット接続回線、接続端末の不備については、甲は責任を負わな

い。これらの不備により講座の実施に支障が発生した場合、又は継続が困難となった場合、

甲は講座の時間延長及び代替措置を講じない。 

 

第 9 条 参加用 URL 及び ID・パスワードについて 

1. 甲は、受講契約成立後、講座を受講するための参加用 URL 及び ID・パスワードを発行

し、乙へ受講案内書に記載するかたちで連絡する。 

2. 乙は、講座の受講にあたり発行された参加用 URL 及び ID・パスワードの使用ならびに管

理について責任を負い、いかなる第三者にも貸与及び譲渡はできない。また、理由の如何を

問わず、これらが第三者に使用されたことにより乙に生じた損害については、甲は一切の責

任を負わない。 

3. 乙は、参加用 URL 及び ID・パスワードを忘れた場合、並びに盗用された場合には、速や

かに甲指定の E メールアドレス<info@agc-office.com>まで E メールで申し出る。 



 5 / 6 
 

 

第 10 条 著作権 

1. 講座に関する著作権は、甲または使用するテキストや資料等の作成者に帰属する。乙は、配

布するテキスト、レジュメおよびその他一切の教材の複写複製、または他での使用はできな

い。乙は、私的な目的であっても、内容多少によらず SNS、ブログ等インターネット上の媒体へ

の内容の掲載もできない。 

2. 乙は、原則として講座内容を録画・録音することはできない。但し、面接対策講座におい

て、乙自らが行うロールプレイの内容については、特別に講師およびロールプレイの相手の許

可（口頭による許可を含む）を得た場合であって、乙の自己学習目的に限り録画・録音を認め

るものとする。録画・録音に関しては、特別に講師およびロールプレイの相手の許可を得た場

合であっても、それを複写複製または他で使用することはできない。また、インターネット上

へのアップロードもできない。 

3. 乙は、講座の具体的な内容をインターネットや出版物等を通じ公表することはできない。 

 

第 11 条 免責事項 

甲の責めに帰さない事故ならびに講座を実施する施設内において生じた盗難および紛失などに

ついては、甲は責任を負わない。 

 

第 12 条 情報保護 

1. 甲は、本講座に関連して収集した情報については、個人情報保護法を遵守し、適切に取り扱

う。 

2. 乙は、本講座に関連して知りえた個人情報等を第三者に開示できない。 

 

第 13 条 通知 

乙は、住所、氏名、E メールアドレスを変更したときは、遅滞なくその旨を書面により甲に連絡
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しなければならない。変更の通知がない場合、甲は乙に送付すべき郵便物および送信すべき E

メールは、受講申込みフォームに記載された乙の住所および E メールアドレス宛に発送・発信

すれば足り、その郵便物および E メールは通常到達すべき時に到達したものとみなす。乙に発

送された郵便物が乙の不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に乙に到達した

ものとみなす。 

 

第 14 条 責任の制限 

講座に関連する乙の損害賠償請求に対する甲の損害賠償責任は、講座受講料を上限とする。 

 

第 15 条 管轄裁判所 

本契約に関して問題が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とする。 

 

第 16 条 その他 

甲は、乙の承諾を得ることなく、本約款の内容を変更できるものとする。なお、変更後の約

款については、甲の公式 HP 上に公開する。 

 

 

ＡＧヒューマンサービス株式会社 

代表取締役 中里 文子 

 

制定 2017 年 6 月 13 日 

改定 2019 年 4 月 1 日 

改定 2019 年 4 月 24 日 

改定 2019 年 11 月 19 日 

改定 2021 年 4 月 13 日 


